
 
自衛消防体制の強化ならびに迅速かつ厳格な事故報告体制の構築に 

係る改善計画の概要 
 

 

１．自衛消防体制の強化 
 
自衛消防体制の強化について、以下のとおり対応を実施する。 
（詳細は添付資料参照） 
①：夜間、休日の消火活動において、消防自動車の使用も含めた指揮命令系統

を明確化する。また、自衛消防隊要員の動員方法を明確にし、常駐も含め

て１０名以上確保できる体制を整える。 
②：伊方発電所においては、現有設備で化学（油）火災の消火が可能であるが、

更なる消火能力の向上を図るため、化学消防車を追加導入することとし、

発注に向けて仕様検討を行う。また消防自動車の操作訓練を充実する。 
③：通信機器の地震時の破損防止のため、機器の固定状態を再確認し必要な対

策を講じる。念のため、耐震性の優れた中央制御室にも消防との専用回線

電話を設置する。 
④：消防機関と調整し、消火訓練の追加・見直しを行う。なお、夜間・休日に

対応する要員の訓練を重点的に行う。 
 
 
２．迅速かつ厳格な事故報告体制の構築 
 
迅速かつ厳格な事故報告体制の構築について、以下のとおり対応を実施する。 
（詳細は添付資料参照） 
①：地震等災害発生時（１，２，３号機同時に対応する必要がある場合を想定）

に放射能分析を行う要員の増員およびその動員方法について検討し、夜

間・休日も含めて迅速に放射能分析を実施できる体制を強化する。 
②：地震時の破損防止のため、通信機器の固定状態を再確認し必要な対策を講

じる。 
③：非管理区域での漏えいであっても、速やかに国及び地方自治体へ報告を行

うルールとなっている。 
 
 

以 上 

別 紙



添付資料

対策・対応項目 現状 現状の課題 対応方針（８月末までに順次実施する）

（ア）火災発生時に迅速に
十分な人員を確保すること
ができる体制を早急に整え
ること

○平日昼間
　①発見者、当直による消火活動
　②自衛消防隊(５２名)
○夜間、休日
　①発見者、当直による消火活動
　②自衛消防隊(守衛所警備員等)の常駐出勤者(６名)
　③必要に応じて、連絡責任者から呼び出された人員
　　の中から、自衛消防隊要員を動員

○夜間、休日について、常駐の守衛所警備員他から６名
程度の人数を動員することとしているが、指揮命令系統
が明確に定められていない。
○現状は、連絡責任者から呼び出された人員から自衛消
防隊要員を動員することとしているが、その動員方法が
明確でない。

○夜間、休日の消火活動において、消防自動車の使用も
含めた指揮命令系統を明確化する。また、自衛消防隊要
員の動員方法を明確にし、常駐も含めて１０名以上確保
できる体制を整える。

（イ）原子力発電所におけ
る油火災等に備え、化学消
防車の配置等の措置を講ず
ること

○化学（油）火災に対しては、水槽付消防ポンプ自動車
の吐出側ホースに発泡剤を混合させる器具を接続し、泡
消火水を放水することにより消火を行う。
　また、水槽のバックアップとして、発電所内各所に防
火用水を確保している。

○現有設備で化学（油）火災の消火が可能であるが、更
なる消火能力の向上が望ましい。

○化学消防車を追加導入することとし、発注に向けて仕
様検討を行う。
○消防自動車の操作訓練を充実する。

（ウ）消防に対する専用通
信回線を確保すること

○火災発生時は、平日昼間は総務ＧＬより、また夜間休
日は発電所連絡責任者より消防署へ連絡することとして
おり、１１９番通報のバックアップとして、それぞれの
執務エリアに専用回線電話を設置している。

○多重の通信手段を確保している。 ○地震時の破損防止のため、機器の固定状態を再確認し
必要な対策を講じる。
○念のため、耐震性の優れた中央制御室にも消防との専
用回線電話を設置する。

（エ）消防機関での実地訓
練を含め、消防との連携の
下で、担当職員の訓練を強
化すること

①防災教育
　防火管理機構、防火管理に関する従業員の任務並びに
責任者に関すること他について１回／年、教育実施。
②消防訓練
　　総合訓練（１回／年）
　　通報訓練（２回／年）
　　消火訓練（適宜）
　　消防自動車操作訓練（１回／月）
　　防護教育・避難訓練（適宜）　　の実施

○消防機関と連携の下、合同で総合的な訓練を実施して
いるが、更なる訓練の充実が望ましい。

○消防機関と調整し、消火訓練の追加・見直しを行う。
なお、夜間・休日に対応する要員の訓練を重点的に行
う。

（ア）地震等の災害発生時
であっても、放射性物質の
漏えいなどの事実関係を確
認するために必要となる人
員を確保することができる
体制を早急に整えること

○通常運転時および定検時とも、平日昼間は放射能分析
のできる十分な要員（５０名程度）を確保している。
○夜間、休日は、放射能分析のできる要員（２名程度）
が呼び出しにより１時間程度で出勤できる体制を自主的
にとっている。

○地震等の災害発生時（１，２，３号機同時に対応する
必要がある場合を想定）において、夜間、休日に放射能
分析ができる要員が確実に確保されているとは言えな
い。

○地震等災害発生時（１，２，３号機同時に対応する必
要がある場合を想定）に放射能分析を行う要員の増員お
よびその動員方法について検討し、夜間・休日も含めて
迅速に放射能分析を実施できる体制を強化する。

（イ）地震等の災害発生時
であっても確実に機能する
通信手段を、原子力発電所
内及び原子力発電所と事業
者の災害対策本部等との間
に確保すること

○発電所内の連絡設備としてはＩＰ電話、ページング
等、また発電所から災害対策本部等への連絡設備として
は災害時優先電話（固定電話・携帯電話）、衛星電話
等、多様な通信手段を確保している。

○通信手段が多様化され、一般公衆回線が使えない状態
であっても連絡できる手段がある。

○地震時の破損防止のため、機器の固定状態を再確認し
必要な対策を講じる。

（ウ）万一、放射性物質の
漏えいなどがあった場合に
は、その可能性に接した時
点で、直ちに、国及び地方
自治体への報告を行うこ
と。

○管理区域または非管理区域で漏えいを発見したとき
は、発見者はその状況を当直長に連絡する。当直長は発
電所連絡責任者に連絡し、発電所連絡責任者は放射性物
質の有無に拘わらず安全協定に基づいて地方自治体に報
告するとともに国にも報告することとしている。

○非管理区域での漏えいであっても、速やかに国及び地
方自治体へ報告を行うルールとなっている。

○非管理区域での漏えいであっても、速やかに国及び地
方自治体へ報告を行うルールとなっており、既に対応済
み。
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新潟県中越沖地震を踏まえた対応について


